
   南房総市ホームページバナー広告掲載取扱要綱 

令和８年３月１３日 

南房総市告示第３２号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、南房総市公式ホームページ（以下「市ホームページ」という。）へ

のバナー広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) バナー広告 市ホームページに掲載する画像形式の広告をいう。 

 (2) 広告主 市ホームページにバナー広告の掲載を申し込む個人又は法人その他の団体

をいう。 

 （広告掲載の基本方針） 

第３条 バナー広告の掲載は、次に掲げる基本方針に基づき行うものとする。 

 (1) 市の公共性、中立性及び公平性を損なわないこと。 

 (2) 市民の信頼を損なわないこと。 

 (3) 市の品位及びイメージを損なわないこと。 

 （広告掲載の対象） 

第４条 バナー広告を掲載する対象は、市ホームページのトップページとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、トップページ以

外のページにバナー広告を掲載することができる。 

 （広告掲載基準） 

第５条 バナー広告は、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。 

 (1) 法令、条例、規則等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

 (2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれがあるもの 

 (3) 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの 

 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当するもの 

 (5) 消費者金融業、質屋、探偵業、アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法等に

関するものその他市長が不適当と認める業種に関するもの 



1 

 (6) ギャンブル及びこれに類するものに関するもの 

 (7) たばこ、酒類その他青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの 

 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

に規定する暴力団又はその構成員と関係があるもの 

 (9) 虚偽、誇大な表現により、市民に誤解を与え、又は不利益を与えるおそれがあるも

の 

 (10) 第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれが

あるもの 

 (11) 特定の個人、法人、団体等を誹謗中傷し、又はそのおそれがあるもの 

 (12) 市又は市の機関が広告主であると誤認されるおそれがあるもの 

 (13) 市の事務事業と競合し、又は市の施策の推進に支障を及ぼすおそれがあるもの 

 (14) その他市長が不適当と認めるもの 

 （広告の規格等） 

第６条 バナー広告の規格は、次のとおりとする。 

 (1) 画像形式 ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ形式 

 (2) サイズ 縦６０ピクセル×横１３０ピクセル 

 (3) アニメーション 使用不可 

２ バナー広告には、広告主のウェブサイトへのリンクを設定するものとする。 

３ リンク先のウェブサイトは、前条に定める広告掲載基準に適合するものでなければな

らない。 

 （掲載順位） 

第７条 掲載順位は、申込受付順とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この

限りでない。 

 （広告掲載期間） 

第８条 バナー広告を掲載する期間は、月の初日から当該月の末日までの１箇月を単位と

し、連続する掲載期間は、当該年度末までとする。 

２ バナー広告掲載の開始日は、原則として毎月１日とする。 

 （広告掲載料） 

第９条 バナー広告の掲載料は、１枠１箇月につき７，０００円とする。 

 （広告掲載の申込み） 
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第１０条 バナー広告の掲載を希望する者は、ホームページバナー広告掲載申込書（別記

第１号様式）に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 広告原稿及び電子データ（ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ形式） 

 (2) 事業内容を明らかにする書類（会社案内、パンフレット等） 

 (3) 南房総市に納税義務を有する者にあっては、市税の完納証明書。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、不要とする。 

  ア 入札参加資格審査申請をしているとき。 

  イ 本市に納税義務がないとき。 

  ウ 本市における納税状況を調べるため、別記第１号様式の同意事項に同意したとき。 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申込みは、バナー広告掲載の開始日が属する月の前々月の末日までに行わなけ

ればならない。 

 （広告の作成等） 

第１１条 広告主は、バナー広告を作成するに当たっては、第５条に定める広告掲載基準

及び第６条に定める広告の規格を遵守しなければならない。 

２ 市長は、提出された広告原稿が規格に適合しない場合又は表示が不鮮明である場合は、

広告主に対し、修正を求めることができる。 

 （広告掲載の審査及び決定） 

第１２条 市長は、第１０条の規定による申込みがあったときは、第５条に定める広告掲

載基準に適合するか否かを審査する。 

２ 市長は、前項の審査の結果、広告掲載の可否を決定したときは、その結果をホームペ

ージバナー広告掲載可否決定通知書（別記第２号様式）により申込者に通知する。 

 （広告掲載料の納付） 

第１３条 前条第２項の規定により広告掲載の決定通知を受けた者は、市長が指定する期

日までに広告掲載料を一括で納付しなければならない。 

 （広告掲載料の返還） 

第１４条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

 (1) 市の都合により広告の掲載を中止した場合 

 (2) 広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消した場合 
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 (3) その他市長が特に必要と認める場合 

２ 前項ただし書の規定により返還する料金の額は、掲載を中止し、又は取り消した月以

降の納付済月額の総額とする。 

 （広告掲載内容の変更及び取下げ） 

第１５条 広告主は、自己の都合により、バナー広告の掲載内容を変更し、又は取り下げ

ることができる。 

２ 前項の規定により広告掲載を変更し、又は取り下げる場合は、広告主は、ホームペー

ジバナー広告掲載内容変更・取下げ届（別記第３号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 第１項の規定により広告を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。 

 （広告掲載の取消し等） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バナー広告の掲載を取り消し、

又は中止することができる。 

 (1) 広告主が虚偽の申込みをしたとき。 

 (2) 広告主が第５条に定める広告掲載基準に違反したとき。 

 (3) 広告主が市の指示に従わないとき。 

 (4) 広告主が広告掲載料を納付しないとき。 

 (5) 市ホームページの管理運営上支障があるとき。 

 (6) その他市長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り消し、又は中止した場合において、広告主に損害が

生じても、市は一切の責任を負わない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り消し、又は中止した場合において、既納の広告掲

載料は、返還しない。 

 （免責事項） 

第１７条 市は、バナー広告及びリンク先のウェブサイトの内容について、一切の責任を

負わない。 

２ 市は、バナー広告に起因して生じた広告主又は第三者の損害について、一切の責任を

負わない。 

３ 市は、システムの保守、障害等により、バナー広告の表示を一時的に中止することが

できる。この場合において、広告主に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。 
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 （個人情報の取扱い） 

第１８条 市は、バナー広告の申込みに際して取得した個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び南房総市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年南房総市条例第１号）に基づき、適正に管理するものとする。 

 （委任） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （南房総市公共物等有料広告掲載取扱要綱の一部改正） 

２ 南房総市公共物等有料広告掲載取扱要綱（平成１８年南房総市告示第１７６号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条第２号を削り、同条中第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 
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別 記 

 第１号様式（第１０条関係） 

 
ホームページバナー広告掲載申込書 

 
年  月  日  

 
 南房総市長    宛 
 

住所（事業所所在地）                
申込者 氏名（事業者名・代表者名）             

                

電話番号                      
 
 

 南房総市ホームページバナー広告掲載取扱要綱第１０条の規定により、下記のとおり申
し込みます。 

記 

掲載希望期間    年  月～    年  月（   箇月間） 

広告掲載料 円 

リンク先アドレス https:// 

バナー広告の内容  

【担当者連絡先】 担当者名： 
         Ｅ－mail： 
         電話番号： 

【添付書類等】 
(1) 広告原稿及び電子データ（ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ形式） 

(2) 事業内容を明らかにする書類（会社案内、パンフレット等） 

(3) 南房総市に納税義務を有する者にあっては、市税の完納証明書（ただし、次のいず

れかに該当する場合は不要） 

ア 入札参加資格審査申請をしているとき。 

イ 本市に納税義務がないとき。 

ウ 本市における納税状況を調べるため、次の同意事項に同意したとき。 

同意事項（同意事項の右欄にチェックしてください。） 

 
 

南房総市のホームページにバナー広告を掲載するに当たり、南房総市ホームペ
ージバナー広告掲載取扱要綱を遵守し、私の市税の納付状況を南房総市職員が
確認することに同意します。 
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 第２号様式（第１２条関係） 

 

ホームページバナー広告掲載可否決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

南房総市長             

 

 

    年  月  日付けで申込みのありましたバナー広告掲載について、下記のとお

り掲載（する・しない）ことに決定したので通知します。 

記 

１ 掲載内容  

 (1) 広告掲載期間    年  月から  年  月まで 

 (2) 広告掲載料        円（   箇月掲載分） 

 

２ 掲載条件 

  南房総市ホームページバナー広告掲載取扱要綱を遵守すること。 

 

３ 掲載しない場合の理由 
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 第３号様式（第１５条関係） 

 
ホームページバナー広告掲載内容変更・取下げ届 

 
年  月  日  

 
 南房総市長    宛 
 

住所（事業所所在地）                
申込者 氏名（事業者名・代表者名）             

                
電話番号                      

 
 
 南房総市ホームページバナー広告掲載取扱要綱第１５条の規定により、下記のとおり（変
更・取下げ）を届け出ます。 

記 

決定済掲載期間    年  月～    年  月 

リンク先アドレス https:// 

バナー広告の内容  

【担当者連絡先】 担当者名： 
         Ｅ－mail： 
         電話番号： 

 ※変更届の場合、次の書類等を添付すること。 
 
【添付書類等】 

広告原稿及び電子データ（ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ形式） 

 


